
事務事業評価について 

 

１ 目的 

第４次行政改革大綱に基づいて導入された手法であり、平成 16 年度より本格実

施し、「予算編成と連動した行政評価システム」として公正で透明性の高い行政運

営を推進する。 

 

２ 評価対象事業 … 637 事業 

  一般会計及び特別会計の継続事業。ただし、平成 24、25 年度完了事業や平成

24 年度新規事業、100 万円以下の事業等は、対象から除外。 

 

３ 平成 25 年度の実施内容・スケジュール 

(1) １次評価（事業担当課による評価） ５月 

(2) ２次評価（庁内ワーキンググループによる総合評価） ６月～７月 

(3) 市民行政評価   

１次評価と２次評価の結果をもとに、市民の視点から評価。 

 ① 市民からの意見を募集 ８～９月 

 ② 市民行政評価委員会  10 月 

 (4) 公表 11 月～ 

行政改革推進委員会、ホームページを通じて公表。 

 (5) 検証・改善 

   評価による廃止、見直し等を予算編成に反映し改善に努める。  

 

４ １次・２次評価結果について 

 

  
１次評価 ２次評価 

件数 比率(%) 件数 比率(%) 

継   続 615  96.5  475  74.6  

見 直 し 22  3.5  158  24.8  

廃   止 -  -  4  0.6  

計 637  100.0  637  100.0  

  

  

 

 

５ 市民行政評価について 

(1) 概要 

  事務事業評価に多くの市民の意見を反映させるとともに、その客観性と透明性

の向上を図るため、評価にかかる市民意見を募集し、有識者・公募委員からなる

市民行政評価委員会にて、市民意見を踏まえた調査審議を実施。 

 

(2) 対象事業選定の考え方 

市内部の２次評価で「廃止」･「見直し」とした事業のうち、類似事業及び

重複事業の見直しや、民間の活用、国の制度改正に伴う見直しの観点を踏まえ

ながら、特に市民の判断が必要と思われる 11 事業を選定。 

  

(3) 市民意見の応募状況 

募集期間 平成 25 年８月 30 日（金）～９月 30 日（月） 

応募件数 124 件 

 

 (4) 市民行政評価委員会による評価 

 ① 評価委員会の構成 

金沢市行政改革推進委員会の学識経験者・公募委員等９名で構成。 

② 事業の評価方法 

事業担当課長及び２次評価担当課長とのヒアリングを通じて、１次評価と

２次評価の相違点や市民意見を踏まえ、廃止、見直し、継続の３区分で評価。 

  

(5) 評価結果 

  別紙のとおり。 

資 料 番 号 

４ 
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評価委員会における意見等 市　民　意　見 （ 概 要 ）

1

中
小
企
業
雇
用
促
進

助
成
金

労
働
政
策
課

　国の中小企業緊
急雇用安定助成金
の支給決定を受け
た市内の中小企業
を対象に、休業手
当等として国が算
定した額の一部を
助成する。

31,000
継
続

廃止(7)
・助成額が減少している中でも有効求人倍率は改善しており、廃
　止しても影響は少ない。
・国は既に従前の負担割合に戻しており、現在の景気動向、利用
　数の減少や助成金額を考えても廃止すべきである。
・有効求人倍率が1.0を超えた状態が１年以上経過しており、当初
　の目的は達成されている。
・助成した企業の実情を把握すべきである。
継続(1)
・来年度の実績を見てから廃止を検討すべきである。
見直し(1)
・助成した企業の効果測定を実施すべきである。

廃止(6)
・現在は緊急雇用の必要性がなく、廃止すべ
　きである。
・実績が落ちており、利用実績が減少してい
　るため廃止すべきである。
継続(4)
・日本経済の底辺である中小企業を元気づけ
　るために継続すべきである。
・中小企業の雇用状況が不安定なため、当分
　の間、継続すべきである。

2

中
小
企
業
緊
急
雇
用

安
定
利
子
補
給
金

労
働
政
策
課

　国の中小企業緊
急雇用安定助成金
の支給決定を受
け、本市の制度融
資を利用した中小
企業を対象に、融
資にかかる利子を
補給する。

500
継
続

廃止(9)
・利用実績が極めて少なく、制度の存在意義が薄れている。
・利用数の減少や助成実績から、目的が達成されたものと考え、
　廃止すべきである。
・国は既に従前の負担割合に戻しており、市の事業は廃止すべき
　である。
・助成額が減少している中でも有効求人倍率は改善しており、廃
　止しても影響は少ない。

廃止(8)
・実績が落ちており、数社のために制度を維
　持する必要はなく、廃止すべきである。
・実績から判断する限り必要性がなく、廃止
　すべきである。
・企業努力の低下につながるため、廃止すべ
　きである。
継続(2)
・継続すべきである。

3

長
寿
福
祉
課

　基準日(9月15
日)から引き続き
１年以上、本市に
住民登録されてい
る88歳、99歳及び
100歳以上の高齢
者(外国人を含む)
を対象に、お祝い
金を贈呈する。

62,960
継
続

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　長寿を市としてお祝いするこ
との大切さやご高齢の方の見守
りの観点から重要な事業ではあ
るが、厳しい財政環境や今後の
超高齢社会を見据え、持続可能
な制度となるよう、贈呈金額の
引下げや対象年齢を限定するな
どの見直しを検討する必要があ
る。

見直し(9)
・長寿のお祝いの重要さ、見守りの観点から、制度は必要だが、
　財政状況や今後の高齢化を考え、持続可能な制度となるよう見
　直すべきである。
・贈呈額を減額するなどの見直しが必要である。
・対象者の年齢をさらに限定すべきである。
・現金に替えて、品物の贈呈も検討すべきである。

見直し(5)、見直し又は廃止(1)
・88歳と100歳に限定すべきである。
・国・県と同じ事業、対象者の重複を含め、
　見直しか廃止すべきである。
廃止(3)
・高齢者が現役世代に与える負担を考える
　と、廃止すべきである。
継続(3)
・家族も記念になるため、継続すべきであ
　る。

4

長
寿
福
祉
課

　当該年度末現在
で満100歳の高齢
者を対象に、記念
品(花束と記念品)
を贈呈する。

910
見
直
し

廃
止

他
事
業
で
代
替

廃
止

　国の百歳表彰制度や県の長寿
者慶祝事業のほか、本市の長寿
お祝い金贈呈事業とも対象者が
重複していることから、長寿お
祝い金贈呈事業で花束を贈呈す
るなど配慮したうえで、本事業
の廃止を検討する必要がある。

廃止(5)
・長寿お祝い金制度に統合すべきである。
・国・県の事業や、お祝い金事業と重複しているため、廃止すべ
　きである。
見直し(4)
・贈呈品の見直し程度でよい。
・花束など、喜ばれる贈呈品は継続すべきである。

廃止(5)
・高齢者が現役世代に与える負担を考える
　と、廃止すべきである。
・本人にとって本当に必要か不明である。
見直し(2)、見直し又は廃止(1)
・最高齢者への贈呈のみとすべきである。
・国・県と同じ事業、対象者の重複を含め、
　見直しか廃止すべきである。
継続(3)
・生誕100年を祝う意味でも、継続すべきで
　ある。

平成25年度　事務事業　市民行政評価結果

番
　
号

事
業
名

課
　
名

事　業　概　要
25年度
予算

(千円）

一
次
評
価

二　次　評　価
市　民　行　政　評　価

評　　　　価

１．類似事業及び重複事業

廃
止

目
的
達
成

　国の中小企業緊急
雇用安定助成金制度
が平成24年度末で終
了しており、また、
利用実績が減少傾向
にあることから、廃
止を検討する必要が
ある。

廃
止

　国の中小企業緊急雇用安定助
成金制度が平成24年度末で終了
しており、また、有効求人倍率
が回復傾向にあり、利用実績も
減少していることから、廃止を
検討する必要がある。

長
寿
お
祝
い
金
贈
呈
費

　扶助費が急増する
など厳しい財政環境
にあって、持続可能
な制度となるよう、
88歳と100歳に限定す
るなど、贈呈対象を
見直す必要がある。

長
寿
者
祝
品
贈
呈
費

　対象者が長寿お祝
い金贈呈事業と重複
していることから、
廃止を検討する必要
がある。
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評価委員会における意見等 市　民　意　見 （ 概 要 ）

平成25年度　事務事業　市民行政評価結果

番
　
号

事
業
名

課
　
名

事　業　概　要
25年度
予算

(千円）

一
次
評
価

二　次　評　価
市　民　行　政　評　価

評　　　　価

5

法
外
援
護
費

(

夏
季
･
歳
末
見
舞
金

)

生
活
支
援
課

　在宅のねたきり
の高齢者や社会福
祉施設へ入所され
ている方などを対
象に、夏季･歳末
とも、一世帯あた
り3,000円の見舞
金を贈呈する。

36,100
見
直
し

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　制度創設から半世紀が経過
し、その間に新たに始まった介
護保険制度など福祉施策の充実
により、支給対象者の特性が以
前とは変わってきており、この
ことにより事業本来の趣旨によ
る対象として合わなくなってき
たことから、特に高齢者につい
ては、施設入所者のみに贈呈さ
れている夏季見舞金を廃止した
うえで、歳末見舞金についても
終期を設定するなど、他制度と
の重複や高齢者間での不公平感
を是正する必要がある。

見直し(9)
・高齢者の見守りの観点から、居宅は継続すべきである。
・制度創設時から社会環境が変化しており、本来の趣旨と現実と
　にズレが生じている。
・特別養護老人ホーム入居者に限り廃止すべきである。
・夏季支給分は廃止し、５年後の終期を設定すべきである。
・高齢者は他制度と重複しているため、対象者、金額等の見直し
　や廃止を検討すべきである。
・対象者の範囲が不公平であり、高齢者施設への統一した対応が
　必要である。

廃止(6)
・他の現金給付との重複は無駄であり、廃止
　すべきである。
・贈呈額から考えても必要なく、廃止すべき
　である。
見直し(3)
・援護対象の環境等、大きく変化しているの
　で事業を見直すべきである。
継続(2)
・民生委員の本人実態の把握機会づくりであ
　ると割り切るべきである。

6

緑
と
花
の
課

　市内の公園や緑
地等を対象に、除
草、清掃や樹木せ
ん定のほか、公園
内のトイレの清掃
等を業者委託によ
り実施する。

236,909
継
続

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　業者委託による保守管理の一
層の効率化を図る一方で、愛護
団体の意向も取り入れたうえ
で、他団体との交流による情報
交換や、愛護団体による花壇の
設置など、公園をより身近で大
切に感じられるための制度の導
入により、市民協働の推進に努
め、公園愛護団体による管理の
充実を図っていく必要がある。

見直し(6)
・大規模公園について、保守管理委託の一層の効率化を検討すべ
　きである。
・愛護団体同士のさらなる交流により、質･量の向上を図るべきで
　ある。
・花壇の貸出しなど、市民協働を実現できる工夫が必要。
・愛護団体には組織づくりのノウハウが必要。
・愛護団体による管理の拡充は、一律に行わずに、団体の意向を
　充分に尊重すべきである。
継続(3)
・見直しが既に検討されており、引き続き効率的な管理運営のも
　とで継続すべきである。

見直し(7)
・身近な公園は、利用する地元の人間が管理
　すべきである。
・子や孫が利用する場所であり、安全で気持
　ちよく使うためにも見直すべきである。
継続(5)
・公共の場の管理はボランティアには無理で
　ある。

7

福
祉
作
業
セ
ン
タ
ー

(

こ
と

ぶ
き
作
業
場

)

管
理
運
営
費

長
寿
福
祉
課

　65歳以上の高齢
者を対象に、軽作
業の実施場所を提
供するため、授産
施設である福祉作
業センター(こと
ぶき作業場)を運
営する。

30,172
見
直
し

廃
止

他
事
業
で
代
替

廃
止

　授産施設としての利用者が少
人数に限られていることに加
え、工賃収入と利用者報酬に大
きな開きがあり、授産事業とし
ての継続が難しいことから、建
物の有効利用を検討したうえ
で、本事業の廃止を検討する必
要がある。

廃止(5)
・低すぎる利用者報酬、受注作業の減少や利用者が限られた実態
　から、他事業との統合を含め、廃止すべきである。
・障害のある方の作業場に転換することが望ましい。
・決算状況や持続可能性を踏まえると、廃止もやむを得ない。
・廃止にあたっては、施設の有効利用や障害のある方の軽作業の
　機会、地域の交流スペースといった点に留意する必要がある。
見直し(4)
・単価の高い作業を受注するか、利用者報酬を減額する必要があ
　る。
・多くの人が利用できる軽作業を増やし、利用者報酬を下げるべ
　きである。

廃止(7)
・管理運営がマンネリ化し、作業量が減少し
　ているため、廃止すべきである。
・利用者が限定されていることから、廃止を
　検討すべきである。
見直し(3)
・たくさんの方に利用していただくことが大
　切であり、見直すべきである。
継続(1)
・高齢者の意見や能力を大切にしなければな
　らない。

8

長
寿
福
祉
課

　60歳以上の高齢
者や障害者を対象
に、パソコンやイ
ンターネットに触
れる機会を確保
し、生きがい作り
を支援する。

18,033
継
続

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　サロンの利用実態と利用者の
意向を把握したうえで、無料で
の利用期間の制限、施設利用料
の徴収やＩＴボランティアの一
層の活用などにより、経費の削
減を図る必要がある。

見直し(9)
・民間でも多くのパソコン教室があり、ある程度の利用料を徴収
　する必要がある。
・利用の実態を把握したうえで、支援する内容を再考すべきであ
　る。
・ＩＴインストラクターの配置時間の削減やＩＴボランティアの
　一層の活用等により、経費を削減する必要がある。
・専門的な指導を受けられるのであれば、受益者の負担があって
　もよい。
・講座を開講し受講料を徴収することを検討すべきである。

見直し(7)
・民間より安い利用料を徴収すべきである。
・利用者数が急増し、民間の教室を圧迫しな
　いよう、適切な利用料を徴収すべきであ
　る。
廃止(3)
・金額を利用者の負担で賄うか、そうでなけ
　れば廃止すべきである。
継続(3)
・利用者増の現状とスマートフォンの将来の
　ために拡大すべきである。

　高齢者について
は、他の現金給付制
度と支給対象者の重
複が見られることか
ら、廃止を検討する
必要がある。

２．民間の活用

公
園
保
守
管
理
費

　公園の維持管理に
あたっては、愛護団
体の業務範囲を拡大
するなど、市民協働
を推進することによ
り、経費の縮減に努
める必要がある。

　高齢者に対する授
産事業であるが、受
注している軽作業が
減少するとともに、
利用者数が限定され
ていることから、シ
ルバー人材センター
への統合も含め、廃
止について検討する
必要がある。

パ
ソ
コ
ン
サ
ロ
ン
運
営
費

　民間でもパソコン
教室が開催されてい
ることを踏まえ、適
切な利用料を徴収す
る必要がある。
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評価委員会における意見等 市　民　意　見 （ 概 要 ）

平成25年度　事務事業　市民行政評価結果

番
　
号

事
業
名

課
　
名

事　業　概　要
25年度
予算

(千円）

一
次
評
価

二　次　評　価
市　民　行　政　評　価

評　　　　価

9

金
沢
･
健
康
を
守
る
市
民
の
会

活
動
費
補
助

健
康
総
務
課

　各校下の市民で
組織する金沢・健
康を守る市民の会
が実施する事業に
対し、経費の一部
を助成する。

14,800
継
続

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　市民の自主的な健康づくり活
動は大切にすべきであるが、健
康づくりフェアや地域での活動
において、内容や参加者が固定
化している感が否めない。より
効果的な補助金となるよう補助
内容を精査し、市民の会として
も地域での活動状況を把握した
うえで、健康推進委員の一層の
活性化などに努める必要があ
る。

見直し(9)
・健康づくりは大切なことであり、健康を守る市民の会の趣旨は
　良いが、全体的に参加者が限られ、活動内容が固定化している
　状況が見受けられる。
・事務局は各校下の活動を把握し、活動の活性化を図るととも
　に、事務局費を削減すべきである。
・健康推進委員の役割の明確化、活動推進のための体制づくりが
　必要である。
・総合健康センターの実施事業との連携を行うべきである。
・活動の活性化のため、補助事業を重点化すべきである。

継続(2)
・講演会、専門家による健康相談に参加する
　機会が増えるため、継続すべきである。
見直し(6)
・大切な事業だが、活動が形骸化しているの
　で、誰もが参加しやすい活動に見直すべき
　である。
・推進委員の活動に温度差があるので調査の
　うえ、見直すべきである。
廃止(1)
・廃止すべきである。

10

健
康
総
務
課

　特定疾患治療研
究事業(56疾患)及
び小児慢性特定疾
患治療研究事業
(11疾患群で国庫
補助対象者のみ)
にかかる医療費の
公費負担を受けて
いる市民を対象
に、治療に要する
経費の一部を助成
する。

43,600
見
直
し

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　国の制度見直しによる本制度
への影響や、市の果たすべき役
割を見極めたうえで、廃止も含
めた抜本的な事業の見直しや、
所得制限の導入、助成額の減額
を検討する必要がある。

見直し(6)
・国の制度改変により、対象疾患数が大幅に増加する場合は、所
　得制限もやむを得ない。
・持続可能な制度となるよう国の制度見直しに合わせ、廃止や所
　得制限の導入、助成額の変更を検討すべきである。
・見直しの際は、自己負担拡大や患者の必要性への配慮が必要で
　ある。
廃止(2)
・現行の助成額で扶助できるとは考えにくく、国の社会保障制度
　の中で対応すべきである。
継続(1)
・難病を支援する事業であり、継続すべきである。

見直し(7)
・国の改正を見極めた上で、制度を見直すべ
　きである。
・税金が無駄にならず、市民や患者が納得で
　きるよう見直すべきである。
廃止(2)
・国の仕事であり、市役所は市としてやるべ
　き仕事に専念すべきである。
継続(2)
・むしろ拡大すべきである。
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健
康
総
務
課

　中学３年生(入
院)、小学３年生
(通院)までの子ど
もの医療費につい
て、自己負担分の
１か月分の合計か
ら1,000円を差し
引いた額を助成す
る。

681,280
継
続

見
直
し

内
容
見
直
し

見
直
し

　対象者については、次世代を
担う子ども達の健やかな育成支
援の観点から一層の拡大が望ま
しいが、厳しい財政環境の中に
あって、さらなる対象年齢の引
き上げには多額の財源が必要と
されることを踏まえ、所得制限
の導入、あるいは自己負担額の
引き上げなど、持続可能な制度
となるよう、見直しを図る必要
がある。

見直し(6)
・対象拡大による事業費増に耐えられなければ、所得制限もやむ
　を得ない。
・子育て支援の一環として不可欠な制度であり、対象者を拡充
　し、事業費は所得制限の導入などで賄うことが望ましい。
・制度拡充とともに、自己負担額の引き上げを検討すべきであ
　る。
・医療費助成制度の見直しのタイミングで、バランスを考えた新
　しい制度に見直す必要がある。
継続(3)
・子育て支援は最も重要な施策であり、現行制度のまま、もしく
　は強化して継続すべきである。
・子ども達をわけへだてなく健康に育てるため、継続すべきであ
　る。

継続(6)
・学年により入通院の格差をつけず、平等に
　医療費の助成をすべきである。
・所得制限を導入せず、通院を小学校卒業ま
　でに引き上げるべきである。
・子育て支援は必要であり、継続すべきであ
　る。
見直し(5)
・少子化対策とはいえ、ここまで必要か疑問
　である。
・所得制限を導入すべきである。

　健康づくりフェア
については、内容が
固定化しているた
め、廃止を含め見直
しを検討する必要が
ある。なお、健康推
進委員の活動内容に
地域において温度差
があることから、事
業内容についても抜
本的に見直す必要が
ある。

３．国の制度改正に伴い、見直しを要するもの

特
定
疾
患
治
療
助
成
費

　扶助費が急増する
厳しい財政環境の中
にあって、国の特定
疾患治療費に対する
公費負担制度の見直
しに合わせ、所得制
限を導入するなど、
持続可能な制度とな
るよう検討すべきで
ある。

子
育
て
支
援
医
療
助
成
費

　医療費助成制度の
見直しに合わせ、所
得制限を設けるな
ど、持続可能な制度
となるよう検討すべ
きである。


